
 

 京都市上下水道局職員の職名等に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和８年３月３１日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 吉川 雅則   

京都市上下水道局管理規程第１８号 

   京都市上下水道局職員の職名等に関する規程の一部を改正する規程 

 京都市上下水道局職員の職名等に関する規程の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 

職名 

次長、技術長、監察監、理事、統括監察

員、ヽヽ部長、ヽヽ室長、ヽヽ担当部

長、ヽ ヽ企画担当部長、主席監察員、技

術監察員、ヽ ヽ副室長、ヽ ヽ課長、ヽ ヽ

担当課長、ヽヽ防災危機管理担当課

長、ヽ ヽ広報担当課長、ヽ ヽ京北分室担

当課長、ヽ ヽ事業計画担当課長、ヽ ヽみ

らい創造担当課長、ヽ ヽ監理検査担当課

長、ヽ ヽ庁舎管理営繕担当課長、ヽ ヽ所

長、ヽヽ副所長、ヽヽ場長、ヽヽ係

長、ヽ ヽ担当係長、ヽ ヽ支所長、ヽ ヽチ

ームリーダー、ヽ ヽサブリーダー、主事 

ヽヽ主任 
 

 

別表（第２条関係） 

職名 

次長、技術長、監察監、理事、統括監察

員、ヽヽ部長、ヽヽ室長、ヽヽ担当部

長、ヽ ヽ企画担当部長、主席監察員、技

術監察員、ヽ ヽ副室長、ヽ ヽ課長、ヽ ヽ

担当課長、ヽヽ防災危機管理担当課

長、ヽ ヽ広報担当課長、ヽ ヽＩＣＴ・デ

ジタル化推進担当課長、ヽ ヽ京北分室担

当課長、ヽ ヽ事業企画担当課長、ヽ ヽみ

らい創造担当課長、ヽ ヽ監理検査担当課

長、ヽ ヽ庁舎管理営繕担当課長、ヽ ヽ所

長、ヽヽ副所長、ヽヽ場長、ヽヽ係

長、ヽ ヽ担当係長、ヽ ヽ支所長、ヽ ヽチ

ームリーダー、ヽ ヽサブリーダー、主事

ヽヽ主任 
 

   

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

（上下水道局総務部職員課） 


